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ガスシステム改革に向けた国民からの御意見 

（平成２６年９月１８日～平成２６年１０月２３日） 
※個人情報等を除き、御意見本体について原文を掲載しております。 
 
御意見①（平成 26 年 9 月 19 日） 
賃貸契約のアパートなどは自由競争になっていない。大家が勝手に決めているので高い料金を支払わされる。

本来支払い者である住人が決定すべき契約を大家が勝手に設備等と引き換えに割高な料金設定される。（セッ

ト販売は違法）独占禁止法にも抵触しているんので、プロパンガス会社に行政指導すべきである  

 
御意見②（平成 26 年 10 月 5 日） 
 
≪意見（その５）≫ 

 

本年９月５日の第１３回目の同小委員会で提示された資料「海外のガス事業の状況」では、一例として米

国のガス自由化の動向に関するものが記されている。私にしてみれば、ここで示された内容は、『ガス自由化

の効果が殆どない米国ガス市場の実状』であるように思えてならない。以下で、幾つかの点について問題提起

と提言をさせていただく。 

 

第一に、資料「海外のガス事業の状況」のｐ２４では、次のように記述している。 

―― 小売部門については各州が規制権限を有しており、自由化の度合いは州毎に対応が異なる。家庭用の小

売参入全面自由化を実施しているのは、８州となっており、そのうち家庭用の切替率１％以上の州が４、１％

未満の州が４である ―― 

 

これを視覚化したものが参考１で、米国ガス市場は、自由化が進んでいる州が少ないだけでなく、自由化

された州であっても自由化の効果は殆ど顕れていないことが容易に見て取れる。 

  

参考資料 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/013_haifu.html
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
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＜参考１＞ 

 

（出所：http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf のｐ２５） 

 

 第二に、資料「海外のガス事業の状況」のｐ２７では、主要各州の供給者変更の状況として、次のように記

述している。 

―― 小売参入を全面自由化した州の供給者変更率を見ると、ニューヨーク州では供給者変更率が上昇してき

ており、近年では２０％程度（９０万件弱）まで達している。一方でカリフォルニア州では供給者変更率がわ

ずかに上がっているものの、１％程度（１４万件弱）に留まっている ―― 

 

これでは、小売全面自由化によっても、ガス市場は、５０州のうちの１州を除き、消費者の選択は拡大し

難い市場であることを示しているとしか解せない。 

 

 第三に、資料「海外のガス事業の状況」のｐ２５では、小売料金の動向として、次のように記述している。 

―― 全米及び主要各州のシティゲート価格（（略）実質的な卸価格）及び家庭用、産業用小売価格の経年変

化を【図表３６】に示す。自由化を実施している州（ニューヨーク州及びカリフォルニア州）と自由化を実施

していない州（テキサス州）ともに２００２年から２００７年頃にかけて平均して上昇傾向である。これは原

料費そのものの値上がりによるものとされる。その後、２００８年以降には各州とも値下がり基調に転じてい

る ―― 

 

 上記のうち、家庭用小売価格については、参考２を参照されたい。私には、自由化しているニューヨーク州

及びカリフォルニア州とも、家庭用ガス小売が自由化されて以降、シティゲート価格と家庭用小売価格の間に

見られる近年の乖離は、『ワニの口』のように拡大しているように見える。 

  

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://livedoor.blogimg.jp/kasumigaseki_soken/imgs/0/a/0a187391.jpg
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＜参考２＞ 

 

（出所：http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf のｐ２６） 

 

また、日本エネルギー経済研究所は、２００８年７月２９日の総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギ

ー部会制度改革検討小委員会（第１回）において、米国ではガス自由化によっても「小売価格低下という目的

は達成できていない」と報告している。参考３を参照されたい。自由化を実施した州であるカリフォルニア州、

ニューヨーク州、ジョージア州の１９９０～２００６年での小売価格などの推移が掲載されている。 

 

２００６年は今から８年前であるが、それ以降、ガス自由化は進展してないと推測される。資料「海外の

ガス事業の状況」のｐ２５で「２００８年以降には各州とも値下がり基調に転じている」と断言する経産省事

務当局は、参考２の【図表３６】の１９９０～２０１３年について、参考３で掲げられているように家庭

用価格と City-Gate価格差のグラフを追記することで、前述した『ワニの口』状態か否かを示すべきで

ある。 

合わせて、米国のガス市場では、自由化という制度変更によって、消費者（需要側）への利益増進効果と

事業者（供給側）への経営効率化効果がどのように顕在化したか、説明していくべきだ。 

  

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/013_04_00.pdf
http://livedoor.blogimg.jp/kasumigaseki_soken/imgs/8/d/8d2d5306.jpg
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＜参考３＞ 

 

（出所：http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf のｐ１０） 

 

 上記の参考３の出所である日本エネルギー経済研究所の資料においては、次のようなことも併せて報告され

ている。 

 

〇「自由化の目的は、競争原理を導入することにより、①小売価格を低下させる、あるいは低下する可能性を

増やす。②需要家の選択肢を拡大する。」（同資料のｐ５） 

〇「ニューヨーク州やカリフォルニア州では家庭用を自由化していると分類されているが、一定規模以上の需

要家グループ形成が前提となっている。」（同資料のｐ８） 

〇「ＬＤＣの小売料金は、規制。（原価＋利益）」、「コモディティ料金は、実費全額を需要家の小売価格に

そのまま転嫁。（ハワイ州を除く）」、「マーケターの小売料金は非規制。」、「ガス調達価格（City-Gate

価格で代表）の上昇にともない、家庭用小売価格も上昇する傾向。」（同資料のｐ１０）〔註：ＬＤＣとは「ガ

ス配給事業者」、マーケターとは「自らはパイプラインを所有せず、託送を利用して天然ガスの調達、再販売

を行う事業者」をいう。〕 

  

 同資料では更に、自由化を実施しているニューヨーク州とカリフォルニア州の規制当局の見解と、自由化を

実施していないコネティカット州の規制当局の見解を、それぞれ次の通り掲載している。 

  

≪ニューヨーク州、カリフォルニア州≫（同資料のｐ９） 

●多くの家庭用需要家はＬＤＣのサービスに慣れ親しんでおり、マーケターとＬＤＣの小売価格に大きな差異

がないことから、マーケターからの供給に切り替えるインセンティブがない。 

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
http://livedoor.blogimg.jp/kasumigaseki_soken/imgs/7/1/716dcb86.jpg
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●マーケターにとっては、需要家１件当りの販売量が小さい家庭用需要家は、ピークの冬期以外の消費量が少

ないこともあり、コモディティ部分で利益をあげにくい。したがって、家庭用市場で大きな利益を得ようとす

れば、多くの需要家を獲得する必要があるが、そのためには多額の費用が必要であり、経済的に成立しにくい。 

 

≪コネティカット州≫（同資料のｐ１２） 

 家庭用の自由化を行わなかった理由として、次のような点を挙げている。 

●自由化を行う場合、最終供給保障用にＬＤＣとマーケターの両者がパイプライン容量を重複して保有するこ

とになる。同州はパイプラインの容量に余裕がないことから、安定供給の確保を前提とするとマーケターに十

分なパイプライン容量を割当てることができず、不十分な競争しか導入することができない。（※連邦法によ

り、倒産したマーケターが保有していたパイプライン容量は差押えの対象となり、ＬＤＣがそれを利用して即

座に代替供給を行うことができない。） 

●マーケターによる、不公正な商取引（強引な勧誘・覚えのない契約の締結等）に対する懸念がある。 

 

以上のことからわかるように、米国においても、家庭用ガス小売自由化は未だ実験途上の段階にあるとい

うことだ。これまでの米国のガス自由化開始からの経過を見ると、家庭用小売価格が原料調達価格の上昇を抑

制しているとはとても言えない。 

 

経産省が進めたがっている“ガスシステム改革”の目的は、『競争の活性化による料金抑制』であるが、

ガス小売自由化をしても、原料価格の上昇とともに、家庭用小売価格も上昇し、ニューヨークやカリフォルニ

ア州と同様に、「価格低下という目的は達成できていない」ことになる危惧は非常に大きいと思われる。 

 

ガス料金値上げは消費者不利益を増大させる。そのようなことが起こる蓋然性の高い“ガス料金規制撤廃”

をすることは、「システム改革」の名に値する道理はない。ガス料金値上げに対する家庭用消費者に係る保護

策として、ガス料金規制を引き続き課していくべきだ。 

 

  

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80729b08j.pdf
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御意見③（平成 26 年 10 月 23 日） 
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御意見④（平成 26 年 10 月 23 日） 
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御意見⑤（平成 26 年 10 月 23 日） 
電力システムの自由化に引き続き、ガスシステム改革が議論されておりますが、電力と

くらべてガスは選べないので必要ないのではないかとの声も耳にします。しかし、基本的に

エネルギー全体が消費者にとって、見える化できる、組み合わせも含めて選べる選択肢

が増える、という意味では賛成です。 

ただし、国民のうち、ガスの自由化が動き始めていることを認識している人々がどれほ

どいるか、 

と考えると、ほんの一部の人に限られており、周知不足と言わざるを得ません。また、この

まま自由化したとしても、何が変わるのか、どんな影響があるのか、自由化されたことに気
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が付く国民がどれほどいるか。となると、自由化によって不利益を被る消費者ができるだ

け出ないように、何とかその配慮をしておく、ということは、国として忘れてはならない部分

だと思います。 

 

 ・自由化することで、都心では競争が起こり、料金が下がることも考えられますが、競争

の起こりにくい地方の人々は、料金の際限なき上昇という不利益を被る可能性が大きいの

ではと心配します。いくらオール電化の家が増えている、プロパンに乗り換えられるだろう

と言われても、実際にエネルギー源を替えるためには知識も費用も必要です。特に、高齢

者や学生など所得の低い人々には大きな負担になると思われます。急激な価格上昇を抑

えるためにも、料金規制はすべての事業者に対して、しばらくは残すべきと考えます。電気

の自由化ではきちんと残された料金規制が、ガスの場合には一部でしか残されないという

ことは考えられません。ましてや、自由化なのだから 

料金規制は残さないのが当たり前という言い分は、国民を無視しているとしか思えませ

ん。 

 

・ガスの場合、自由化したあとの一番の国民の懸念は安全について、だと思います。電気

の場合も漏電など、安全に対する懸念もあげられますが、漏れて中毒を起こす、爆発の危

険があるという点で国民の不安は電気に対してよりもガスのほうに大きな関心が向きます。

例え自由化しても、導管を含めた安全の責任を受け持つところはどこなのか、導管事業者

のみではなく、実際に国民に販売する事業者にも責任持たせるなど、自由化しても安全性

は担保されていることを国民にはっきりと示せるようにしてください。 

 

・自由化により、急に倒産する事業所が出ることも考えられます。その場合、国民に不利益

が出ないように、どこが代替して供給するか、ということを、国としては最低限保証してほし

いと思います。ガスは、生活に直結したエネルギーであることから、是非考慮いただきたい

と思います。 

 

・ガスの原料は、貴重な資源であると同時に、ほとんどが輸入です。省エネに努めるため

にも、エコキュートなどの高効率の革新的な機器購入のための補助金や促進のための広

報については、 

事業者任せにせず、自由化したのちも国が中心となり積極的に行って欲しいと希望しま

す。 
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御意見⑥（平成 26 年 10 月 23 日） 
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